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会 議 録

開 催 日 時
令和３年６月３日（木） 午後２時 開会

午後２時２６分 閉会

場 所 旭川市教育委員会 会議室

教 育 長 教育長 黒蕨 真一，教育長職務代理者 本田 哲嗣，委 員 滝山 義之

出 及 び 委 員 委 員 近藤 美保，委 員 山崎 與吉

事
学校教育部長 品田 幸利

席 説 明 員 学校教育部次長 石原 伸広

務

者
局
事 務 局 教育政策課主査 道下 眞紀

職 員 教育政策課 宮嶋 健吏

傍 聴 者 ０人

公開・非公開の別 一部非公開

１ 開会

２ 会議録署名委員

３ 前回会議録

４ 審議事項

・議案第１号 旭川市いじめ防止等対策委員会に対する諮問について

・議案第２号 旭川市いじめ防止等対策委員会委員の任命又は委嘱につ

いて

・議案第３号 旭川市いじめ防止等対策委員会臨時委員の委嘱について

５ その他

６ 閉会

会 議 次 第
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審 議 内 容

発 言 者 発 言 要 旨

《 開 会 》

教 育 長 ただいまから，令和３年６月第１回臨時教育委員会会議を開会いたしま

す。

《会議録署名委員》

教 育 長 本日の会議録署名委員は，滝山委員，近藤委員を指名します。

《 前回会議録 》

教 育 長 会議録ですが，令和３年３月定例教育委員会会議（令和３年３月２９日

開催）については既にお手元に配付されておりますが，これらの内容につ

いて，御意見はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 御意見がありませんので，令和３年３月定例教育委員会会議の会議録に

ついては，承認することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，令和３年３月定例教育委員会会議の会議録につ

いては，承認することといたします。

なお，令和３年４月定例教育委員会会議（令和３年４月２７日開催）及

び令和３年５月定例教育委員会会議（令和３年５月２７日開催）の会議録

については，現在調製中でございますので，調製後，承認するということ

でよろしいですか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，令和３年４月定例教育委員会会議及び令和３年５

月定例教育委員会会議の会議録については，調製後，承認することといた

します。

《 審 議 事 項 》

教 育 長 それでは，審議事項に入ります。

議案第１号「旭川市いじめ防止等対策委員会に対する諮問について」，

議案第２号「旭川市いじめ防止等対策委員会委員の任命又は委嘱について」

及び議案第３号「旭川市いじめ防止等対策委員会臨時委員の委嘱について」

は，その性質上，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７

項ただし書の規定により秘密会といたしたいと思いますが，いかがですか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第１号「旭川市いじめ防止等対策委員会に対

する諮問について」，議案第２号「旭川市いじめ防止等対策委員会委員の

任命又は委嘱について」及び議案第３号「旭川市いじめ防止等対策委員会

臨時委員の委嘱について」は，秘密会といたします。

《 そ の 他 》

教 育 長 他に，何かありますか。

各 委 員 ありません。
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事 務 局 ありません。

《 秘 密 会 》

教 育 長 ここからは，秘密会といたします。

ここで皆さんにお諮りいたします。

議案第２号「旭川市いじめ防止等対策委員会委員の任命又は委嘱につい

て」及び議案第３号「旭川市いじめ防止等対策委員会臨時委員の委嘱につ

いて」ですが，旭川市教育委員会会議規則のとおり，会議録には概要を記

載することといたしたいと思いますが，いかがですか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第２号「旭川市いじめ防止等対策委員会委

員の任命又は委嘱について」及び議案第３号「旭川市いじめ防止等対策委

員会臨時委員の委嘱について」は，会議録には概要を記載することといた

します。

それでは，議案第１号「旭川市いじめ防止等対策委員会に対する諮問に

ついて」，説明願います。

学校教育部次長 本件は，令和３年４月定例教育委員会会議において，重大事態として対

処し，調査を行うことを決定した事案につきまして，旭川市いじめ防止等

対策委員会に諮問しようとするものです。

諮問事項といたしましては，いじめの事実関係の調査と検証，当該生徒

が死亡に至った過程の検証，学校と市教委の対応調査と課題検証，今後の

再発防止策の４点としたところです。

本諮問につきましては，明日６月４日に開催予定の第２回旭川市いじめ

防止等対策委員会において，教育長から対策委員会委員長に対し手交する

予定となっております。

なお，本諮問事項につきましては，昨日６月２日，当該生徒の保護者及

び代理人弁護士に説明し，了承を得ているところでございます。

教 育 長 議案第１号「旭川市いじめ防止等対策委員会に対する諮問について」，

御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 それでは，議案第１号「旭川市いじめ防止等対策委員会に対する諮問に

ついて」は，原案どおり決定することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第１号「旭川市いじめ防止等対策委員会に

対する諮問について」は，原案どおり決定します。

＜議案第２号「旭川市いじめ防止等対策委員会委員の任命又は委嘱につい

て」＞

令和３年６月３日から令和４年２月３日までを任期とする旭川市いじめ

防止等対策委員会委員を任命又は委嘱することについて説明があり，審議

の結果，原案どおりこれを決定した。

＜議案第３号「旭川市いじめ防止等対策委員会臨時委員の委嘱について」＞

令和３年６月３日から調査又は審議が終了した日までを任期とする旭川

市いじめ防止等対策委員会臨時委員を委嘱することについて説明があり，

審議の結果，原案どおりこれを決定した。

《 そ の 他 》

教 育 長 他に，何かありますか。

各 委 員 ありません。
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事 務 局 ありません。

教 育 長 それでは，以上で令和３年６月第１回臨時教育委員会会議を終了いたし

ます。

《 閉 会 》


